
○

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
附
則
第
二
十
五
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
供
託
）

（
供
託
）

第
九
十
二
条

町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
第
八
十
六
条

第
九
十
二
条

町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
第
八
十
六
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
八
項
又
は
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、

第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者

第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
公
職
の
候
補
者
一
人
に
つ
き
、
次
の
各
号

の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
公
職
の
候
補
者
一
人
に
つ
き
、
次
の
各
号

の
区
分
に
よ
る
金
額
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
額
面
の
国
債
証
書
（
そ
の
権
利
の

の
区
分
に
よ
る
金
額
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
額
面
の
国
債
証
書
を
供
託
し
な
け

帰
属
が
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の

れ
ば
な
ら
な
い
。

規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も

の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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